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電子入札コアシステム（変動単価）賃貸借契約
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

（一財）日本建設情報総合センター

（東京都港区赤坂）
4010405010556

水資源機構において導入している電

子入札システムの利用にあたり、電

子入札コアシステムの賃貸借（変動

単価）契約を行うものである。同シ

ステムは、（一財）日本建設情報総

合センター及び（一財）港湾空港建

設技術サービスセンターが共同開発

し、かつ所有しているものであるこ

とから、当該者が本業務の目的を達

成できる唯一の者であるため。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 2,177,758 － －

令和５年度霞ヶ浦開発施設の操作等に関する管理業務（霞ヶ

浦河川事務所）

契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

国土交通省関東地方整備局

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
2000012100001

「霞ヶ浦開発施設に関する施設管理

規程」に基づき、常陸川水閘門小閘

門等、湖岸堤等、利根川連絡水路、

新横利根閘門機場及び水管理施設の

操作等に関する業務を当該者に委託

するものである。霞ヶ浦開発施設の

操作等が、霞ヶ浦等の他の河川管理

施設の操作等と密接に関連すること

を鑑み、河川管理者である国土交通

大臣が行うことが合理的であること

から、当該者に委託を行う。（物品

等の調達に関する契約事務処理要領

第４条第３項第一号）

－ 607,529,000 － －

令和５年度霞ヶ浦開発施設の操作等に関する管理業務（霞ヶ

浦導水工事事務所）

契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

国土交通省関東地方整備局

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
2000012100001

「霞ヶ浦開発施設に関する施設管理

規程」に基づき、利根川連絡水路に

係る維持管理等（保守点検及び操作

関係除く）に関する業務を当該者に

委託するものである。霞ヶ浦開発施

設の操作等が、霞ヶ浦等の他の河川

管理施設の操作等と密接に関連する

ことを鑑み、河川管理者である国土

交通大臣が行うことが合理的である

ことから、当該者に委託を行う。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 69,105,000 － －

令和５年度利根川ダム放流警報施設の維持等
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

国土交通省関東地方整備局

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
2000012100001

「利根川ダム放流警報施設の維持等

に関する協定書」に基づき、水資源

機構と国土交通省の「共有施設」で

ある矢木沢、奈良俣、藤原、相俣、

薗原ダムからの放流に伴う放流警報

及びダム放流情報伝達装置の維持等

を委託するものである。「共有施

設」の維持等については、一元的に

行うことが効率的・合理的であるこ

とから、施設が存在する下流河川区

間を管理する当該者に委託を行う。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 59,133,000 － －



令和５年度利根川ダム統合管理業務
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

国土交通省関東地方整備局

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
2000012100001

本件は「利根川上流ダム群の総合管

理に関する協定書」に基づき、利根

川上流ダム群の統合的な管理に必要

な各ダムの操作に関する指示及び当

該指示に関する業務を委託するもの

である。上下流を一元管理する河川

管理者である国土交通大臣が行うこ

とが合理的であることから、当該者

に委託を行う。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 120,753,000 － －

令和５年度荒川ダム統合管理業務
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

国土交通省関東地方整備局

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
2000012100001

「荒川水系ダム群の統合管理に関す

る協定書」に基づき、荒川水系ダム

群の統合的な管理に必要な荒川水系

ダム群の操作に関する指示及び当該

指示にかかる業務を委託するもので

ある。上下流を一元管理する河川管

理者である国土交通大臣が行うこと

が合理的であることから、当該者に

委託を行う。（物品等の調達に関す

る契約事務処理要領第４条第３項第

一号）

－ 12,049,000 － －

宿舎借上料等（４戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

（株）増渕組

（栃木県宇都宮市簗瀬市）
3060001004132

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 3,288,000 － －

宿舎借上料等（2戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

すまいの日建住器（有）

（埼玉県さいたま市中央区上落合）
5030002007416

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 2,028,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

(株)ハウス二十一

（埼玉県さいたま市大宮区）
8030001006886

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,789,200 － －

宿舎借上料等（2戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,721,400 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,236,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,231,999 － －



宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,204,200 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,188,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

(有)マチダ

（埼玉県さいたま市大宮区）
6030002019740

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,164,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,080,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,044,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,002,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

（株）ハウスメイトパートナーズ

（東京都豊島区東池袋）
8013301010007

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 998,030 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

柿沼開発（株）

（埼玉県熊谷市新堀）
2030001088071

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 954,666 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 936,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 936,000 － －



宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

日建ハウス工業(株)

（埼玉県さいたま市浦和区高砂）
1030001006372

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 905,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

(株)アクセス&プロパティーズ

（埼玉県さいたま市大宮区高鼻町）
5030001094067

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 855,380 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 835,333 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

（株）ウィルコーポレーション

（埼玉県さいたま市大宮区吉敷町）
6030001014321

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 816,000 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 960,633 － －

宿舎借上料等（1戸）
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和5年4月1日

日東ビル管理（有）

（埼玉県さいたま市大宮区北袋町）
1030002010514

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 932,800 － －

庁舎等清掃業務

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日
社会福祉法人独歩

（埼玉県さいたま市西区西大宮）
4030005016489

国等による障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進等に関する法律

(平成24年法律第50号)に基づき、役

務の調達を積極的に実施するもので

ある。障害者就労施設等からの物品

等の調達にあたっては、法の趣旨に

基づいて、障害者就労施設等と随意

契約を締結するなど、障害者就労施

設等からの物品等の調達を積極的に

推進することされている。当該施設

は、平成30年度から本業務を実施し

ており、業務内容を熟知しているこ

と、令和4年度についても履行が可能

であったことから、当該施設と随意

契約を締結したものである。(物品等

の調達に関する契約事務処理要領第

４条第３項第六の二号)

－ 3,245,000 － －

柳瀬ダム自動観測設備保守業務

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月11日
（株）アクアテルス四国支店

（香川県高松市中央町）
2030001010423 一般競争入札～不落随契に移行 － 3,575,000 － －



宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 833,300 － －

宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日
積水ハウス不動産中部(株)

（愛知県名古屋市中村区名駅）
5180001031328

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,026,800 － －

宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日
大和リビング(株)

（東京都新宿区上落合）
6011101021498

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,433,400 － －

宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 1,381,700 － －

宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 935,000 － －

宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 893,200 － －

宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 924,000 － －

宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日
(株)FLAT

（岐阜県郡上市八幡町）
7200001026752

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 960,000 － －

事務所借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日 個人 -

総合技術センターに係る受託業務に

関する事務をつかさどる八百津事務

所として、令和4年10月に賃貸借契約

を締結し、現在まで継続しており、

本契約者以外との契約はできない。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 811,200 － －

事務所借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日 個人 -

総合技術センターに係る受託業務に

関する事務をつかさどる八百津事務

所として、令和4年10月に賃貸借契約

を締結し、現在まで継続しており、

本契約者以外との契約はできない。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 1,860,000 － －



宿舎借上料

分任契約職　総合技術センター所長

染谷健司

（埼玉県さいたま市桜区）

令和5年4月1日
大和リビング(株)

（東京都新宿区上落合）
6011101021498

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 942,000 － －

自動車賃貸借 削除

自動車賃貸借 削除

北総東部用水取水施設管理業務

分任契約職　千葉用水総合管理所長

小栗幸樹

（千葉県八千代市村上）

令和5年4月1日
北総東部土地改良区

（千葉県香取市大角）
7700150015860

これまでの豊富な知見により取水

ピーク時や渇水時等における複数の

分水口間及びファームポンド間の取

水量調整に対応した揚水機場の運転

監視操作を効率的かつ効果的に実施

することができることから、本業務

を適切かつ円滑に実施できる唯一の

者であるため。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 47,608,000 － －

宿舎借上料（4戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所長

小栗幸樹

（千葉県八千代市村上）

令和5年4月1日
大東建託パートナーズ（株）

（東京都港区港南）
1010401016618

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,593,400 － －

宿舎借上料（2戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所長

小栗幸樹

（千葉県八千代市村上）

令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,368,000 － －

宿舎借上料（3戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所長

小栗幸樹

（千葉県八千代市村上）

令和5年4月1日 個人 -

（２戸）入居中宿舎の継続契約であ

り、本契約者以外との契約はできな

い。（物品等の調達に関する契約事

務処理要領第４条第３項第一号）

（１戸）宿舎借上については、その

都度利便性、経済性を考慮し、物件

調査を行った上で機構に最も有利な

物件を契約している。（物品等の調

達に関する契約事務処理要領第４条

第３項第一号）

－ 1,971,800 － －

宿舎借上料（2戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所長

小栗幸樹

（千葉県八千代市村上）

令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,512,000 － －



宿舎借上料（１戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所長

小栗幸樹

（千葉県八千代市村上）

令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 936,000 － －

成田用水施設の特別管理に関する業務

分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事

業所長　綾木浩之

（千葉県成田市三里塚）

令和5年4月1日
千葉県

（千葉市中央区）
4000020120006

「成田用水施設の特別管理に関する

了解事項」に基づき、水資源機構会

計規程第６３条及び物品等の調達に

関する契約事務処理要領第４条第３

項第六号により、千葉県に業務委託

するものである。

－ 5,435,980 － －

臨空開発第１センタービル建物賃貸借契約（802号室）

分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事

業所長　綾木浩之

（千葉県成田市三里塚）

令和5年4月1日
(株)グリーンポートエージェンシー

（千葉県成田市三里塚）
9040001042822

本件は、現在入居している臨空開発

第１センタービル内に新たに執務室

を借り入れるものである。当該物件

は、上記業者が所有していることか

ら、契約している。（物品等の調達

に関する契約事務処理要領第４条第

３項第一号）

－ 3,131,232 － －

事務所駐車場契約（6台）

分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事

業所長　綾木浩之

（千葉県成田市三里塚）

令和5年4月1日
(株)グリーンポートエージェンシー

（千葉県成田市三里塚）
9040001042822

事務所駐車場の継続契約であり、本

契約者以外との契約はできない。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 1,090,320 － －

宿舎借上料（1戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事

業所長　綾木浩之

（千葉県成田市三里塚）

令和5年4月1日
平山建設（株）

（千葉県成田市花崎町）
5040001043171

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 807,600 － －

宿舎借上料（1戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事

業所長　綾木浩之

（千葉県成田市三里塚）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 876,000 － －

宿舎借上料（1戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事

業所長　綾木浩之

（千葉県成田市三里塚）

令和5年4月1日
（株）スペース

（千葉県千葉市若葉区青葉台）
3040001081322

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 930,000 － －

宿舎借上料（1戸）

分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事

業所長　綾木浩之

（千葉県成田市三里塚）

令和5年4月1日
大東建託パートナーズ（株）

（東京都港区港南）
6010601042302

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 892,800 － －

邑楽用水路分水口管理業務（邑楽地区）

分任契約職　利根導水総合事業所長

羽田野　義勝

（埼玉県行田市大字須加）

令和5年4月1日
邑楽土地改良区

（群馬県邑楽郡板倉町海老瀬）
8700150020678

本業務履行にあたっては、邑楽用水

路（邑楽地区）と既存支線水路との

水管理を一体的に行う必要があり、

邑楽土地改良区は過去からの蓄積し

た経験により、受益地の水需要に対

して的確な配水を行う操作体制や連

絡体制を構築しており、配水調整や

苦情対応などを公平かつ適正に実施

することができる唯一の者であるこ

とから、当該土地改良区と随意契約

を行うものである。（物品等の調達

に関する契約事務処理要領第４条第

３項第一号）

－ 3,808,200 － －



邑楽用水路分水口管理業務（利根加地区）

分任契約職　利根導水総合事業所長

羽田野　義勝

（埼玉県行田市大字須加）

令和5年4月1日
利根加用水土地改良区

（群馬県邑楽郡千代田町大字下中森）
1700150020684

本業務履行にあたっては、邑楽用水

路（邑楽地区）と既存支線水路との

水管理を一体的に行う必要があり、

邑楽土地改良区は過去からの蓄積し

た経験により、受益地の水需要に対

して的確な配水を行う操作体制や連

絡体制を構築しており、配水調整や

苦情対応などを公平かつ適正に実施

することができる唯一の者であるこ

とから、当該土地改良区と随意契約

を行うものである。（物品等の調達

に関する契約事務処理要領第４条第

３項第一号）

－ 9,900,000 － －

邑楽用水路分水口管理業務（北川辺地区）

分任契約職　利根導水総合事業所長

羽田野　義勝

（埼玉県行田市大字須加）

令和5年4月1日
埼玉県北川辺領土地改良区

（埼玉県加須市伊賀袋）
6700150017841

本業務履行にあたっては、邑楽用水

路（北川辺地区）と既存支線水路と

の水管理を一体的に行う必要があ

り、埼玉県北川辺領土地改良区は過

去からの蓄積した経験により、受益

地の水需要に対して的確な配水を行

う操作体制や連絡体制を構築してお

り、配水調整や苦情対応などを公平

かつ適正に実施することができる唯

一の者であることから、当該土地改

良区と随意契約を行うものである。

。（物品等の調達に関する契約事務

処理要領第４条第３項第一号）

－ 1,881,000 － －

埼玉用水路分水口管理業務（羽生領地区）

分任契約職　利根導水総合事業所長

羽田野　義勝

（埼玉県行田市大字須加）

令和5年4月1日
羽生領島中領用排水路土地改良区

（埼玉県加須市大越）
9700150017830

本業務履行にあたっては、埼玉用水

路と既存支線水路との水管理を一体

的に行う必要があり、羽生領島中領

用排水路土地改良区は過去からの蓄

積した経験により、受益地の水需要

に対して的確な配水を行う操作体制

や連絡体制を構築しており、配水調

整や苦情対応などを公平かつ適正に

実施することができる唯一の者であ

ることから、当該土地改良区と随意

契約を行うものである。（物品等の

調達に関する契約事務処理要領第４

条第３項第一号）

－ 13,129,600 － －

見沼代用水路等分水口・調節堰操作業務

分任契約職　利根導水総合事業所長

羽田野　義勝

（埼玉県行田市大字須加）

令和5年4月1日
見沼代用水土地改良区

（埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲）
1700150017920

本業務履行にあたっては、見沼代用

水路等と機構所有以外の支線水路と

の水管理を一体的に行う必要があ

り、見沼代用水土地改良区は過去か

らの蓄積した経験により、受益地の

水需要に対して的確な配水を行う操

作体制や連絡体制を構築しており、

配水調整や苦情対応などを公平かつ

適正に実施することができる唯一の

者であることから、当該土地改良区

と随意契約を行うものである。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 34,716,000 － －

末田須賀堰監視等業務

分任契約職　利根導水総合事業所長

羽田野　義勝

（埼玉県行田市大字須加）

令和5年4月1日

元荒川土地改良区

（埼玉県さいたま市岩槻区大字新方須

賀）

3700150017951

本業務履行にあたっては、末田須賀

堰と堰を利用して元荒川から取水す

る既存の９用水の取水管理を一体的

に行う必要があり、元荒川土地改良

区は過去からの蓄積した経験によ

り、地域特性に応じた堰の操作体制

や配水に係る連絡体制を把握してお

り、配水調整や苦情対応などを公平

かつ適正に実施することができる唯

一の者であることから、当該土地改

良区と随意契約を行うものである。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 11,737,000 － －



令和５年度揚水機場管理等業務

分任契約職　群馬用水管理所長

土田百合子

（群馬県前橋市古市町）

令和5年4月1日
群馬用水土地改良区

（群馬県前橋市古市町）
4700150019988

当該土地改良区は、群馬用水管理開

始以降、支線水路の施設全般を一括

管理し、受益地に安定して水供給を

継続している。また、多くの農業用

揚水機場を管理しており、通水障害

の未然防止のため、機器等の状態変

化等に関する情報を有している。さ

らに、地元状況に精通しており、受

益地への配水調整や苦情処理等を円

滑に行うことができることから、本

業務を適切かつ円滑に実施できる唯

一の者であるため。（物品等の調達

に関する契約事務処理要領第４条第

３項第一号）

－ 76,670,000 － －

令和5年度利根川ダム統合管理システム改良業務
分任契約職　思川開発建設所長　福田達郎

（栃木県鹿沼市口粟野）
令和5年4月3日

国土交通省関東地方整備局

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
2000012100001

令和4年3月31日付で締結された利根

川上流ダム群の統合管理に関する協

定に基づく委託契約であるため。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 144,600,000 － －

利根川河口堰管理用制御処理設備保守業務

分任契約職　利根下流総合管理所長

小島幸康

（茨城県稲敷市上之島）

令和5年4月10日

（株）オオサキコンピュータエンヂニ

アリング

（東京都品川区大崎）

5010701001910

本業務は、利根川河口堰管理所にあ

る堰管理用制御設備の障害を未然に

防止し、設備の正常な機能維持を図

るための点検及び修理等を３事業年

度に亘り実施する業務である。業務

履行によって、管理運用に重要な本

設備の安定性・確実性を確保するも

のである。当該設備は納入者が独自

に保有している技術を基に、設計・

製作・据付・調整したもので、本業

務の履行にあたり、納入者又は納入

者と同等とみなせるもの（以下「特

定者」という。）のみが独自に所有

する技術が必要であるが、上記業者

は、本設備の納入者と同等とみなせ

る業者であり、当該設備のハード

ウェア及びソフトウェアを熟知して

ることから、点検及び修理後も当該

設備の性能を満足させ、品質を確保

することが可能である。そのため、

受注の意向確認に同意した特定者を

契約予定者とした上で、特定者以外

の者で応募要件を満たし、本業務の

履行を希望する者を確認する目的

で、令和５年２月１０日付けで参加

意思確認書の提出を招請する公募を

実施したが、希望業者はいなかっ

た。よって、特定者である上記業者

が本業務を履行できる唯一の業者で

あることから、上記業者と随意契約

を行うものである。（物品等の調達

に関する契約事務処理要領第４条第

３項第一号）

－ 13,002,000 － －

南椎尾調整池管理業務
分任契約職　霞ヶ浦用水管理所長　桜井剣

（茨城県かすみがうら市牛渡）
令和5年4月1日

霞ヶ浦用土地改良区

（茨城県下妻市北大宝）
2700150018876

霞ヶ浦用水土地改良区との間で締結

した「南椎尾調整池の管理に関する

協定書」に基づき関係事業主体であ

る当該者に委託して施行する。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 5,850,471 － －



令和５年度 木曽川水系ダム群の統合管理業務
分任契約職　中部支社長　桑原耕一

（愛知県名古屋市中区三の丸）
令和5年4月3日

国土交通省中部地方整備局

（愛知県名古屋市中区三の丸）
2000012100001

国土交通省中部地方整備局との間で

締結した「木曽川水系ダム群の統合

管理に関する細目協定書」に基づ

き、国土交通省中部地方整備局に委

託して施工するものである。（物品

等の調達に関する契約事務処理要領

第４条第３項第一号）

－ 55,878,645 － －

入鹿連絡水路操作等業務

分任契約職　愛知用水総合管理所長

宮下武士

（愛知県愛知郡東郷町）

令和5年4月1日
入鹿用水土地改良区

（愛知県犬山市字篠平）
4700150042899

入鹿連絡水路は、入鹿用水土地改良

区管理の入鹿支線水路施設の一部を

共有していることから、当該土地改

良区の操作室から遠方操作・遠方監

視を行う必要がある。また、当該土

地改良区は、各圃場の地域特性に応

じた操作体制や密な連絡体制を構築

して配水調整等を公平かつ円滑に行

うことができ、支線水路の水源であ

る入鹿池の水運用を適切かつ効率的

に実施できる唯一の者であるため

（物品等の調達に関する事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 8,360,000 － －

揚水機場管理等業務

分任契約職　愛知用水総合管理所長

宮下武士

（愛知県愛知郡東郷町）

令和5年4月25日
愛知用水土地改良区

（愛知県大府市中央町）
7700150043408

農作物の生育状況を十分に把握した

上で確実に配水を行うため、愛知用

水の施設構造及び配水操作等を理解

し、揚水機場に係る機器等の状態の

変化に関する情報を迅速かつ的確に

伝達する必要がある。当該土地改良

区は、国営級から末端までの支線水

路の施設全般を一括管理しており、

これまでの豊富な管理の経験から、

揚水機場の効率的かつ効果的な維持

管理が可能な唯一の者であるため。

（物品等の調達に関する事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 6,666,000 － －

宿舎借上料（２戸）

分任契約職　愛知用水総合管理所長

宮下武士

（愛知県愛知郡東郷町）

令和5年4月1日 （株）大同ライフサービス 1180001014798

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 1,680,000 － －

宿舎借上料（１戸）

分任契約職　愛知用水総合管理所長

宮下武士

（愛知県愛知郡東郷町）

令和5年4月1日 個人 -

入居中宿舎の継続契約であり、本契

約者以外との契約はできない。（物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 919,200 － －

宿舎借上料（１戸）

分任契約職　愛知用水総合管理所長

宮下武士

（愛知県愛知郡東郷町）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 969,600 － －

宿舎借上料（１戸）

分任契約職　愛知用水総合管理所長

宮下武士

（愛知県愛知郡東郷町）

令和5年4月1日 東建ビル管理（株） 9180001056635

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 810,700 － －

宿舎借上料（１戸）

分任契約職　愛知用水総合管理所長

宮下武士

（愛知県愛知郡東郷町）

令和5年4月1日 個人 -

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 936,000 － －



豊川用水管内水管理監視制御処理設備保守業務

分任契約職　豊川用水総合事業部長

安藤昌文

（愛知県豊橋市今橋町）

令和5年4月10日
（株）九州テン

（長崎県佐世保市小佐々町）
4310001005269

本業務は、豊川用水総合事業部が設

置したダム・頭首工管理用制御処理

設備等の障害を未然に防止し、設備

の正常な機能維持を図る点検及び修

理を実施する業務である。業務履行

にあたっては、ダム・頭首工の各施

設において管理運用に重要となる本

設備について安定性・確実性を確保

したうえで実施し、万一の障害時で

も確実に復旧対応するなど万全の体

制で実施しなければならない。当該

設備は、納入者が独自に保有してい

る技術を基に、設計、製作、据付、

調整したもので、本業務の履行にあ

たっては、納入者又は納入者と同等

とみなせるもの（以下「特定者」と

いう。）のみが保有する技術が必要

である。左記業者は、納入者である

富士通（株）に技術及び支援の保証

を受けており、納入者と同等の技術

を有しており特定者といえる。その

ため、受注の意向確認に同意した左

記業者を契約予定者とした上で、特

定者以外の者で応募要件を満たし、

本業務の施行を希望する者を確認す

る目的で、令和５年２月１０日付で

参加意思確認書の提出を招請する公

募を実施したが、希望業者はいな

かった。よって、特定者である左記

業者が本業務を履行できる唯一の業

者であることから、左記業者と随意

契約を行うものである。

－ 45,045,000 － －

宇連ダム外管理用制御処理設備保守業務

分任契約職　豊川用水総合事業部長

安藤昌文

（愛知県豊橋市今橋町）

令和5年4月10日
ＪＲＣシステムサービス（株）

（愛知県名古屋市中区丸の内）
8120001072614

本業務は、豊川用水総合事業部が設

置したダム・頭首工管理用制御処理

設備等の障害を未然に防止し、設備

の正常な機能維持を図る点検及び修

理を実施する業務である。業務履行

にあたっては、ダム・頭首工の各施

設において管理運用に重要となる本

設備について安定性・確実性を確保

したうえで実施し、万一の障害時で

も確実に復旧対応するなど万全の体

制で実施しなければならない。当該

設備は、納入者が独自に保有してい

る技術を基に、設計、製作、据付、

調整したもので、本業務の履行にあ

たっては、納入者又は納入者と同等

とみなせるもの（以下「特定者」と

いう。）のみが保有する技術が必要

である。左記業者は、納入者である

日本無線（株）に技術及び支援の保

証を受けており、納入者と同等の技

術を有しており特定者といえる。そ

のため、受注の意向確認に同意した

左記業者を契約予定者とした上で、

特定者以外の者で応募要件を満た

し、本業務の施行を希望する者を確

認する目的で、令和５年２月１０日

付で参加意思確認書の提出を招請す

る公募を実施したが、希望業者はい

なかった。よって、特定者である左

記業者が本業務を履行できる唯一の

業者であることから、左記業者と随

意契約を行うものである。

－ 44,990,000 － －



令和５年度筏川西岸木曽岬用水路附帯機場運転業務

分任契約職　木曽川用水総合管理所長

本田毅

（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

令和5年4月1日

木曽岬町土地改良区

（三重県桑名郡木曽岬町大字西対海

地）

2700150046828

当該土地改良区は、内水排除機場を

はじめとする地域の排水施設を一元

的に管理しており、海抜０m地帯特有

の排水及び営農等に係る特殊事情に

ついて豊富な知識や技術力を有して

いること、及び非かんがい期の除塩

用水の水運用についても適正に実施

できることから、本業務を適正かつ

円滑に実施できる唯一の者である

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 12,892,000 － －

木曽川用水監視制御処理設備保守業務

分任契約職　木曽川用水総合管理所長

本田毅

（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

令和5年4月4日
ＪＲＣシステムサービス（株）

（愛知県名古屋市中区丸の内）
8120001072614

業務遂行上の条件を満たす当該者を

契約の予定者とし、当該業者以外の

者で本業務に必要な条件を満たし参

加意思のある者の有無を確認するた

め公募を実施したところ参加の応募

者はいなかったため。（物品等の調

達に関する契約事務処理要領第４条

第３項第一号）

－ 36,080,000 － －

長良導水監視制御処理設備保守業務

分任契約職　木曽川用水総合管理所長

本田毅

（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

令和5年4月10日
名菱電子（株）

（愛知県日進市浅田町東前田）
9180001067260

業務遂行上の条件を満たす当該者を

契約の予定者とし、当該業者以外の

者で本業務に必要な条件を満たし参

加意思のある者の有無を確認するた

め公募を実施したところ参加の応募

者はいなかったため。（物品等の調

達に関する契約事務処理要領第４条

第３項第一号）

－ 3,960,000 － －

三重用水施設（用水路）管理等業務
分任契約職　三重用水管理所　三好久雄

（三重県三重郡菰野町菰野）
令和5年4月1日

三重用水土地改良区

（三重県四日市市平尾町）
7700150047128

本件は、三重用水施設の用水路の管

理のうち操作等を行う業務であり、

管理委託している支線水路操作と一

体的に管理を行うことが、水利的に

も需要供給型となり、合理的で効率

的であるところ、受益地の需要計

画、三重用水施設関係や各施設の操

作方法を熟知している当該土地改良

区が本業務を適正かつ円滑に実施で

きる唯一の者であるため。（物品等

の調達に関する契約事務処理要領第

４条第３項第一号）

－ 8,437,000 － －

宿舎借上料等
分任契約職　三重用水管理所　三好久雄

（三重県三重郡菰野町菰野）
令和5年4月1日

(株)オンテック

（愛知県小牧市大字三ツ渕）
3180001075673

宿舎借上については、その都度利便

性、経済性を考慮し、物件調査を

行った上で機構に最も有利な物件を

契約している。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 1,817,200 － －

令和５年度桑原川水位維持施設操作等業務

分任契約職　長良川河口堰管理所長

荒川敏之

（三重県桑名市長島町十日外面）

令和5年4月1日
羽島市

（岐阜県羽島市竹鼻町）
4000020212091

岐阜県羽島市との間で締結した「桑

原川維持施設の操作等の業務の委託

に関する協定書」に基づき関係事業

主体である岐阜県羽島市に委託して

施行する。（物品等の調達に関する

契約事務処理要領第４条第３項第一

号）

－ 9,164,330 － －

高須輪中浸透水監視等業務

分任契約職　長良川河口堰管理所長

荒川敏之

（三重県桑名市長島町十日外面）

令和5年4月1日
高須輪中土地改良区

（岐阜県海津市海津町）
5700150048301

当該土地改良区は、排水施設の管理

を適切に実施する責任があり、河口

堰運用開始以降、農地の湿潤化を防

止するため、排水機の運転管理を含

め、輪中内における排水路の水位管

理を一元的に実施してきた唯一の組

織であるため。（物品等の調達に関

する契約事務処理要領第４条第３項

第一号）

－ 3,322,000 － －



令和5年度城ヶ森山・深山雨量レーダ管理業務

分任契約職　関西・吉野川支社長

塚原隆夫

（大阪府大阪市中央区）

令和5年4月3日
国土交通省近畿地方整備局

（大阪府大阪市中央区大手前）
2000012100001

平成31年3月25日付けで締結された近

畿管内Cバンドレーダ雨量計の管理に

関する協定書に基づく受委託契約で

あるため。（物品等の調達に関する

契約事務処理要領第４条第３項第一

号）

－ 14,282,400 － －

令和５年度淀川大堰等施設維持管理業務

分任契約職　関西・吉野川支社長

塚原隆夫

（大阪府大阪市中央区）

令和5年4月3日
国土交通省近畿地方整備局

（大阪府大阪市中央区大手前）
2000012100001

平成16年4月1日付けで締結された淀

川大堰等の管理に関する協定書に基

づく受委託契約であるため。（物品

等の調達に関する契約事務処理要領

第４条第３項第一号）

－ 74,697,700 － －

令和５年度淀川ダム統合管理業務

分任契約職　関西・吉野川支社長

塚原隆夫

（大阪府大阪市中央区）

令和5年4月3日
国土交通省近畿地方整備局

（大阪府大阪市中央区大手前）
2000012100001

令和5年3月23日付けで締結された淀

川ダム群の統合管理に関する協定書

に基づく受委託契約であるため。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 130,196,200 － －

徳山ダムでは、樹林帯が河川管理施

設となることから、適切な森林管理

を行うことにより、河川管理施設と

しての機能を充分に発揮させる事が

管理上必須となる。一方、徳山ダム

がある揖斐川町は、貯水池上流の自

然環境を保全するために、「徳山ダ

ム上流域自然環境保全条例」を町で

定め、国、県及び水資源機構に対し

て揖斐川町の施策に積極的に協力す

るよう求めている。また、揖斐川町

自身も「森林づくり推進会議」を組

織し、徳山ダム上流域の公有地を含

めた森林を調査するとともに、森林

保全のための間伐等を自ら手がけて

いる。さらに徳山ダム樹林帯の上位

標高に隣接する山林公有地において

は、将来の天然林化を目指し森林の

保全を行うと共に、森林管理を効率

的に行うための作業道の設置を進め

ている。以上により、揖斐川町は、

徳山ダム上流域の山林公有地を管理

する責務を担っており、地元に根付

いた森林保全のノウハウがある。ま

た、樹林帯の上位標高に位置する山

林公有地の巡視や保全活動にあたっ

ては、樹林帯用地を通過して実施す

るため、従来より樹林帯の植生状況

や通行可能箇所等について熟知しお

り、樹林帯全域が山林公有地と隣接

していることを踏まえると一体的に

管理した方が効率的であることから

揖斐川町と随意契約を締結するもの

である。（物品等の調達に関する契

約事務処理要領第４条第３項第六

号）

令和５年度徳山ダム上流域自然環境保全等

分任契約職　徳山ダム管理所長

有馬慎一郎

（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

令和5年4月1日
揖斐川町

（岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪）
8000020214019 － 1,615,000 － －



令和５年度城ヶ森山レーダ雨量計管理業務

分任契約職　関西・吉野川支社長

塚原隆夫

（大阪府大阪市中央区）

令和5年4月3日
国土交通省近畿地方整備局

（大阪府大阪市中央区大手前）
2000012100001

平成31年3月25日付けで締結された近

畿管内Cバンドレーダ雨量計の管理に

関する協定書に基づく受委託契約で

あるため。（物品等の調達に関する

契約事務処理要領第４条第３項第一

号）

－ 1,214,400 － －

菖蒲地区浄化槽保守点検業務

分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長

田野弘明

（滋賀県大津市堅田）

令和5年4月5日
（株）近江美研

（滋賀県野洲市上屋）
6160001015736

浄化槽保守点検業の登録及び浄化槽

清掃業の許可を受け、業務実施地区

の汲み取り指定業者である契約の相

手方が、業務の目的を確実に履行で

きる唯一の者であるため。(物品等の

調達に関する契約事務処理要領第４

条第３項第一号）

－ 3,685,000 － －

瀬田川洗堰の改築により生じた施設の管理業務

分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長

田野弘明

（滋賀県大津市堅田）

令和5年4月3日
国土交通省近畿地方整備局

（大阪府大阪市中央区大手前）
2000012100001

当該受託者は、瀬田川洗堰本堰を管

理しており、瀬田川洗堰バイパス水

路の操作はそれと一体的に管理運用

する必要があることから、本業務の

目的を確実に履行できる唯一の組織

であるため。(物品等の調達に関する

契約事務処理要領第４条第３項第一

号）

－ 253,596,750 － －

令和5年度烏丸半島維持管理負担金

分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長

田野弘明

（滋賀県大津市堅田）

令和5年4月1日
烏丸半島管理協議会

（滋賀県草津市下物町）
-

機構施設の維持管理を協定により委

託し、これに要する費用を協定書等

で定める負担割合に基づき負担して

いること、及び下水道施設所有者

（地方公共団体）と契約の相手方が

締結した協定において、同施設の維

持管理に要した費用は契約の相手方

が地方公共団体に支払うこととなっ

ており、機構は下水道使用量に応じ

て按分した維持管理費を負担してい

ることから、本業務の目的を確実に

履行できる唯一の者であるため。(物

品等の調達に関する契約事務処理要

領第４条第３項第一号）

－ 2,575,121 － －

湖北地区建設発生土受入業務

分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長

田野弘明

（滋賀県大津市堅田）

令和5年4月20日
入江干拓土地改良区

（滋賀県米原市入江）
3700150031770

建設副産物（浚渫土）は、公共工事

間での流用が原則であるが、浚渫工

事の時期と受入時期の不一致等の理

由から、公共工事間での利用が困難

であるため、公的な機関へ提供する

ことを前提に処分している。土地改

良区が実施する農地再整備事業で

は、建設発生土（浚渫土）の受入を

行っており、また事業の性質上、当

該者以外との契約が困難であるた

め、本業務を委託するものである。

(物品等の調達に関する契約事務処理

要領第４条第３項第一号）

－ 22,812,900 － －



令和５年度吉野川ダム統合管理業務
分任契約職　吉野川本部長　木下昌樹

（香川県高松市天神前）
令和5年4月1日

国土交通省四国地方整備局

（香川県高松市サンポート）
2000012100001

「吉野川水系ダム群の統合管理に関

する協定書」に基づき、国土交通省

四国地方整備局に委託して実施する

ものである。四国地方整備局は、吉

野川水系における河川管理者であ

り、河川状況を総合的に判断し、ダ

ム群の操作に係る指示を行うことの

できる唯一の組織であることから、

本業務を委託しているものである

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 372,686,000 － －

令和5年度筑後川ダム統合管理業務
分任契約職　筑後川局長　平山周作

（福岡県久留米市東町）
令和5年4月1日

国土交通省九州地方整備局

（福岡県福岡市博多区博多駅東）
2000012100001

「筑後川水系ダム群の統合管理業務

に関する細目協定書」に基づき、国

土交通省九州地方整備局と委託契約

を行うものである。（物品等の調達

に関する契約事務処理要領第４条第

３項第一号）

－ 146,564,679 － －

事務所等借上げ料
分任契約職　筑後川局長　平山周作

（福岡県久留米市東町）
令和5年4月1日

日本生命保険（相）

（大阪府大阪市中央区今橋）
3120005007273

事務所等賃貸借の継続契約であり、

本契約者以外との契約はできない。

（物品等の調達に関する契約事務処

理要領第４条第３項第一号）

－ 23,631,564 － －

局清掃業務
分任契約職　筑後川局長　平山周作

（福岡県久留米市東町）
令和5年4月1日

星光ビル管理（株）

（福岡県福岡市博多区博多駅前）
8120001077456

当該事務所の賃貸借条件に基づき、

清掃業務については建物の管理を委

託されている当法人を通して支払う

こととなっているため。（物品等の

調達に関する契約事務処理要領第４

条第３項第一号）

－ 1,698,708 － －

両筑平野用水水路施設操作業務

分任契約職　筑後川上流総合管理所長

仲道貴士

（福岡県朝倉市江川）

令和5年4月1日
両筑土地改良区

（福岡県朝倉市小田）
9700150060269

当該土地改良区は、長年にわたる支

線水路の管理によって施設操作に必

要な見識・技術が培われており、本

業務により調整水槽と分水工を一体

的に操作できる唯一の者であること

から、当該土地改良区と随意契約を

行うものである。（物品等の調達に

関する契約事務処理要領第４条第３

項第一号）

－ 3,289,000 － －

筑後導水路宮本線施設操作等業務

分任契約職　筑後川下流総合管理所長

村上喜昭

（福岡県久留米市安武町）

令和5年4月1日
三根土地改良区

（佐賀県三養基郡みやき町市武）
4700150061040

地球温暖化による稲の高温障害対策

（遅植え）による、代掻き・田植え

期の用水の集中化等に対する取水量

調整を公平かつ効果的に配水調整が

実施できること、受益地の作付け状

況に応じた配水調整や苦情対応等を

公平かつ円滑にできることから、本

業務を適正かつ円滑に実施できる唯

一の者と委託契約を行うものであ

る。（物品等の調達に関する契約事

務処理要領第４条第３項第一号）

－ 1,166,000 － －

大詫間幹線水路施設管理委託業務

分任契約職　筑後川下流総合管理所長

村上喜昭

（福岡県久留米市安武町）

令和5年4月1日
佐賀東部土地改良区

（佐賀県神埼市千代田町直鳥）
2700150061042

集中豪雨への対応について受益地内

の排水管理情報を迅速・的確に把握

し排水管理を迅速かつ適切に実施で

きること、周辺地域との連携による

一体的・総合的な用排水管理が実施

できることから、本業務を適正かつ

円滑に実施できる唯一の者と委託契

約を行うものである。（物品等の調

達に関する契約事務処理要領第４条

第３項第一号）

－ 5,646,300 － －


